
 

小学６年生のお子さまをもつ保護者様へ                    令和 8年 4月 

 

ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ(HPV)感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

接種
せ っ し ゅ

について 
    

1、ヒトパピローマウイルス(ＨＰＶ)感染症予防ワクチン(HPV ワクチン)とは 

HPVワクチンは、ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染を予防するワクチンです。 

ヒトパピローマウイルス（HPV）は、人にとって特殊なウイルスではなく、多くの人が感染し、その一部が子宮

頸がん等の発症の原因となります。ヒトパピローマウイルス（HPV）に感染しても、多くの場合、感染は一時的

でウイルスは自然消失します。しかし、免疫力の低下などにより感染が長期化すると、数年～数十年かけて前

がん病変の状態を経て、子宮頸がんに移行する可能性があります。 

ワクチン接種ですべての型のヒトパピローマウイルス（HPV）感染を予防することはできませんが、ワクチン

を接種し、20 歳以降、定期的に子宮頸がん検診を受診することで、高い確率で子宮頸がんは予防できるとい

われています。 

 
 

 

 

 

2、接種対象者：小学６年生～高校 1年生 

 

3、接種回数と標準的な接種間隔 

 

 
 

ワクチンの種類 接 種 間 隔 接 種 効 果 

 

シルガード 9 

（９価） 

☆２回接種 

 

※1 回目接種が

15歳までのかた 

  

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）6型、11型、16型、18

型、31型、33型、45型、52型、58型による子宮頸

がん、外陰上皮内腫瘍、膣上皮内腫瘍、尖圭コンジロー

マの予防 

 

 

☆３回接種 

 

 

  

☆２回接種と３回接種がありますが、どちらの接種

方法を選択しても、定期接種扱いとなります。 

 

☆令和８年 3月 31日までに、2価または 4価の HPV ワクチンを 1回または 2回接種されたかたへ 

令和 8 年 4月以降に HPV ワクチンを接種する場合、９価ワクチンで接種してください。 

接種間隔については、９価ワクチンの３回接種の間隔にあわせてください。 

２
回
目 

１
回
目 

１回目から６か月後 

※2 回目は 13 か月後までの接種が 

望ましい。 

１回目から 

６か月後 

 

２
回
目 

１
回
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３
回
目 

１回目から 

２か月後 

２回目： 接種期限が迫っている場合は、１回目から１か月以上あけて接種してください。 
３回目： 接種期限が迫っている場合は、２回目から３か月以上あけて接種してください。 

 

※接種の対象となるのは、貝塚市に住民登録があるかたのみです。 

貝塚市から転出し他の市区町村に転入された日（貝塚市での住民登録抹消日） 

の当日以降は貝塚市での接種はできません。 

 

令和 8年 4月から、定期接種と
して使用できるワクチンは 9 価
ワクチン（シルガード 9）のみと
なります。 

 

２回目： 接種期限が迫っている場合は、１回目から５か月以上あけて接種⇒完了 
※１回目から５か月の間隔が確保できない場合は、３回接種の対象となります。 



 

4、予防接種の受け方 

①市内実施医療機関（下表参照）にお申込みください。 

②当日は、できるだけ接種を受ける本人の健康状態がわかる保護者が同伴してください。 

5、持ち物 

①同封のヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種予診票 （２部複写になっています） 

②保険証等、在留カードなどの住所・氏名・生年月日が確認できるもの 

③母子健康手帳  
 

6、注意事項 
①接種の痛みや緊張のために血管迷走神経反射が出現し、接種直後に失神することがあります。失神による
転倒を防止するため、接種後は３０分程度ベッドで横になるか、背もたれのあるイスに座って安静にして様子
をみてください。 （接種は時間に余裕のある日に予約してください） 

②妊娠中の人や妊娠の可能性がある人は、接種できません。 

7、副反応について 
HPV ワクチン接種後には、多くのかたに接種部

位の痛みや腫れ、赤みなどが起こる可能性があり
ます。まれに重い症状(重篤なアレルギー症状、手
足に力が入りにくくなる、頭痛、嘔吐、意識低下等)
が起こることがあります。 
特に接種後 1 週間程度は症状に注意し、気にな

る症状があるときは、医師の診察（保険診療）を受
けてください。 

 

 
8、副反応発生時の補償 
ワクチン接種によって引き起こされた副反応に

より、医療機関での治療が必要になったり、生活
に支障がでるような障害を残す健康被害が生じ、
予防接種との因果関係が国の審議会で認めら
れた場合には、健康被害の程度に応じ、医療費
などが給付される制度があります。 
詳しくは、下記へお問い合わせください。 

 

9、接種実施医療機関  《要予約》                    令和 8 年 4 月 

  医療機関名 電話番号     住所 実施曜日・時間帯 

1 青山クリニック 072-430-5518 澤 817-1 診療時間内 
 

2 あかね・ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 072-436-3541 石才 552 診療時間内   予約電話は 14：00～16：00 

3 いたに医院 072-422-2622 津田北町 14-9 診療時間内 

4 おさきマタニティクリニック 072-423-1103 堀 2-19-15 火 15：00～15：50 

5 川﨑こどもｸﾘﾆｯｸ 072-421-2033 木積 656-7 月・火・水(第 2、4)・金 16：00～17：00 他、診療時間内外で相談に応ず 

6 かわなみふじたクリニック 072-493-2971 海塚 1-1-9 診療時間内   ※来院前日午前中までに要連絡 

7 市立貝塚病院 072-422-5865 堀 3-10-20 水曜日 13：30～ 

8 田村医院 072-422-0289 北町 21-23 月・土 8：30～11：00月・木 17：30～19：00  他、相談に応ず 

9 中谷医院 072-422-0771 海塚 1-8-36 診療時間内 ※予約電話必須 

10 にし内科胃腸科 072-420-2400 半田 1-17-17 水 12：00～12：30  夜間診療時間内（水のみ）            

11 物部小児科･内科 072-433-3465 堤 46-7 月～土 9：00～11：00月・火・水・金 16：00～18：00 

12 良田医院 072-422-7282 半田 3-4-1 診療時間内 

13 りんくう総合医療センター 072-469-3111 泉佐野市 水 15：00～、15：30～※産婦人科まで問いあわせ必要 

貝塚市役所 子ども部子ども相談課（貝塚市保健・福祉合同庁舎内） 

ＴＥＬ：072-433-7000  ＦＡＸ：072-433-7087                                    


